
働<女性の人権セター こ
演のご案回総会、記念講第16

昨年 12月 、政府は少子化と労働力不足を□実にして拙速に入管法を変更し、今年の
4月 から外国人労働者受け入れ拡大を決め積した。すでに外国人技能実習生は約 30万
人で、低賃金のうえ自殺や中絶に追い込まれる等、さまざまな、そして深亥Jな人権侵害

1犬況が明らかになつています。しかし、政府の姿勢は相変わらず、外国人は “労働人材
“であり、"管理 “の対象です。
「我腱は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だつた」 (マックス・ フリッシュ)。 私たちは

外国人とともに働き、ともに地域で暮らす多文化・多民族共生社会をどう実現していけ

ばいいのでしょうか。一緒に者えましょう。

いこ☆るは、 16回 目の総会を迎え、記念講演も行います
どちらも、どなたでもご参加いただけます。

国人    入れ  と私たち0 題
講師:    さん
すべての外国人労働者 とその家族の人権を守る :
関西ネットワーク (RINK:Rights of lmmigrants :
Network in Kansai) 事 務 局 長

日時 :=119年 3月 冒 心 日 (土 )13130(開 場 13:00〕

13:30ら 1こ☆る緯会  14:30～ 16:20記念講灘

場所1ドーンセン事― セミ十■室 1(5F}
京阪「天満橋」駅、地下鉄「天満橋」駅から

資料代 :会員 無料ち一般0宙 500円

<事前申込不辱>

働く女性の人権センターいこ☆る

〒530-0041大 阪市北区天神橋 2丁 目5-3      、

第 5新興ビル202号 I女性会議大阪 気付
丁e106-6948-6300 Fax 06-6352-3704(い こ☆る宛と明,記が必要 )

URL: http://ioo「 u.eveF.jp  E―mall l

☆☆☆ 定例労働相談 :毎週月。本 12:00～ 20:00 ☆☆☆

ドー ンセ ンターの地図


